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一般社団法人 薬学教育評価機構 

平成30年度事業報告書 

（2018年４月１日～2019年３月31日） 

＜管理・運営関連＞ 

１．社員総会などの開催 

１）定時社員総会／平成30年６月21日

運営委員会から発議された議題について、理事会で承認され、平成 30年度社員総

会に諮り、原案通り決定した。

（１）平成 29 年度事業報告書案及び決算報告

（２）平成 30 年度事業計画案及び予算案

（３）その他

理事長から、機構自身の自己点検・評価について、これまでの経過が報

告され、組織の見直しについても今後、自己点検・評価の中で検討する

ことが述べられた。また、社員に対するアンケート調査を実施し、その

結果を社員総会で報告すること、自己点検・評価の最終結果は平成 31 年

度末までにまとめ、公表したいとの考えが述べられた。 

２）理事会

第１回（通常）／平成30年６月４日

平成29年度事業報告書案及び決算報告、平成30年度事業計画案及び収支予算案、

薬学教育評価機構の組織の見直し、機構の自己点検・評価について 他 

第２回（臨時）／平成30年８月８日 

 総合評価評議会評議員の交代人事について（メール会議） 

第３回（臨時）／平成30年９月13日 

第２期第三者評価の受審大学について（メール会議） 

  評価申請があった次の３校の受審を承認した。 

2020年度受審校：岡山大学、日本薬科大学、福山大学 

➢ 自己点検・評価委員会がまとめた自己点検・評価委員会規則（案）について、

役員間でメールを通じて意見交換し、一部修正の上、理事会修正案をまとめた。

（12月）

第４回（通常）／平成31年３月11日 

2019年度事業計画案及び予算案の審議、評価事業基本規則の改定、自己点検・評

価委員会規則案の審議、次期役員選挙について 他 

・ 組織の見直しの観点から理事会の責任について議論し、教育プログラム評価

の結果を、総合評価評議会議長と理事長の連名で公表するよう、評価事業基

本規則を改訂した（施行は第２期評価が始まる2020年4月1日）。
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・ 自己点検・評価委員会規則（理事会修正案）を承認した（即日施行）。

・ 今期役員の任期が満了するため、次期役員の選挙の方法について議論した。 

２．運営委員会及び関連委員会の活動 

１）運営委員会

第１回／平成30年５月14日

平成29年度事業報告書案及び決算報告、平成30年度事業計画案及び収支予算案、

機構の自己点検・評価の実施、第２期第三者評価の開始時期について 他 

第２回／平成31年２月22日 

平成31年度事業計画案及び予算案、組織の見直し、次期役員選挙について 他 

・ 組織の見直しの観点から理事会の責任について議論し、現行の評価事業基

本規則では理事長名で公表している評価結果を、理事長と総合評価評議会

議長の連名で行うことを理事会に提案することにした。

・ 今期役員の任期が2019年６月の定時社員総会で満了となるため、次期役員

の選挙の方法について議論した。

２） 総務・財務委員会

第１回／平成30年４月27日（メール会議）

平成29年度事業報告書案の作成と決算書の確認、平成30年度事業計画案及び

予算案の作成 他 

第２回／平成31年２月10日（メール会議） 

平成31年度事業計画案及び予算案の作成 他 

３）広報委員会

第１回／平成30年６月13日（メール会議）

ホームページ（以下ＨＰ）の構成変更について、第２期評価基準の掲載及び

アーカイブス欄の新設の検討を行い、ＨＰにアーカイブスの新設等、一部構

成を変更（平成30年７月） 

➢ 第１期評価基準の英語版をＨＰに掲載（平成30年８月）

４）国際対応委員会

➢ 第１期評価基準の英語版の作成を完了（平成30年６月）

論文としてアジア薬科大学協会誌（JAASP）に掲載

Koichiro Ozawa, Progress of Pharmacy Education in Japan -MODEL CORE

CURRICULUM FOR PHARMACY EDUCATION and THE EVALUATION STANDARDS, JAASP,

Volume 7, 2018, p08-14.

➢ 小澤委員長がアジア薬学教育学会のAASP Deans Forumに招待され、本機構

の第三者評価の基準について講演（平成30年６月）、論文として大学評価研

究に掲載

「薬学教育の国際的な評価の動向」大学評価研究，vol.17，67-75 （2018） 

➢ FIPに黒澤委員を派遣、本機構の評価基準に関してポスター発表（平成30年
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９月） 

Nahoko Kurosawa, Yutaka Kirino, Takemi Yoshida, Hiroshi Homma, 

Hitoshi Sasaki, Tomohisa Yasuhara, Koichiro Ozawa（International 

Committee, Japan Accreditation Board for Pharmaceutical Education, 

Japan）． 

English version of the revised Pharmacy Education Model Core-

Curriculum in Japan and its introduction to the world. 

３．薬学教育評価機構の自己点検・評価に関する活動（自己点検・評価委員会） 

第１回自己点検・評価委員会／平成30年５月２日 

自己点検・評価の項目、第２期第三者評価の開始時期について 他 

第２回自己点検・評価委員会／平成30年６月14日 

自己点検・評価アンケートの実施概要について 他 

第３回自己点検・評価委員会／平成30年９月26日 

自己点検・評価の項目及び基準の内容、自己点検・評価委員会規則（案）の策定

について 他 

第４回自己点検・評価委員会／平成30年10月26日 

自己点検・評価の内容の詳細及び作業の分担と行程、自己点検・評価委員会規則

（案）について 他 

➢ 社員及び機構内委員会に対するアンケート調査の実施及び回答の集計（平成31年

２～３月）

４．薬学教育評価ハンドブック及び基礎資料等、各種様式の改訂（評価委員会、事務局） 

評価基準の改訂に伴い、自己点検・評価書、基礎資料の様式の改訂を行い、その内

容を反映させた「薬学教育評価ハンドブック2019年度版」を冊子として250部を作

成した。ホームページへの掲載も平成31年度内を予定（平成31年１月） 
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＜評価事業関連＞ 

１．平成 30年度第三者評価の実施（総合評価評議会、評価委員会） 

［本評価］ 

平成 30年度は、13大学の第三者評価を実施し、結果を HPに公表した（平成 31

年３月）。 

・適合となった大学

青森大学、奥羽大学、大阪大谷大学、北里大学、金城学院大学、九州大学、

鈴鹿医療科学大学、帝京平成大学、徳島大学、広島大学、北海道大学、

武蔵野大学 以上 12校

・評価継続（保留）となった大学

第一薬科大学 １校

［再評価］１校 

千葉科学大学（平成26年度受審）から提出された「再評価改善報告書」の審査を

行い、適合と判定した。また、結果をＨＰに公表した。（平成31年３月） 

［但し書きに対する改善報告］ 

申請があった下記４大学から提出された「但し書きに対する改善報告書」の審査を

行い、その結果をＨＰに公表した。（平成 31年３月） 

平成 27年度本評価受審／北海道医療大学、神戸学院大学、武庫川女子大学、 

静岡県立大学 

［提言に対する改善報告］ 

申請があった下記11大学から提出された「改善報告書」の審査を行い、その結果

をＨＰに公表した。（平成31年３月） 

平成26年度受審／岐阜薬科大学、九州保健福祉大学、京都大学、京都薬科大

学、就実大学、昭和大学、千葉科学大学、同志社女子大学、東邦大学、徳

島文理大学 

平成27年度受審／近畿大学 

開催会議は以下の通り 

１） 総合評価評議会

第１回／平成 30年４月 23日（メール会議）

平成 30 年度評価申請の受諾について 他 （申請大学：本評価 13校、再

評価 1 校） 

第２回／平成 30年７月６日 
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「但し書きに対する改善報告」の審議 他 （申請大学：４校） 

第３回／平成 30年８月８日（メール会議） 

平成 30 年度評価委員会委員の交代について 

第４回／平成 30年 12月 14 日（メール会議） 

「薬学教育評価 実施要綱」及び「実施規則」の改定について 

第５回／平成 31年１月 18日 

「大学への提言（改善すべき点に対する改善報告」の審議（申請大学： 11

校） 

第６回／平成 31年２月 28日 

本評価・再評価／評価報告書（原案）に基づいて審議し、平成 30年度薬学

教育（６年制）評価 評価結果報告書の作成 

２） 評価委員会

第１回／平成 30年５月 30日

「但し書きに対する改善報告」の審議及び所見の作成（申請大学：４校） 

第２回／平成 30年９月 21日 

「大学への提言（改善すべき点）に対する改善報告」の審議及び所見の作成

（申請大学：11校） 

第３回／平成 30年 11月 29・30日 

本評価・再評価／「評価チーム報告書」に基づく審議（申請大学：本評価

13校、再評価 1校） 

第４回／平成 30年 12月 18 日 

本評価・再評価／評価報告書（委員会案）の作成 

第５回／平成 31年１月 29日 

受審大学からの「意見申立」の審議及び回答の作成と「評価報告書（原案）」

の作成 

２．規則の改定（基準・要綱検討委員会） 

１） 「薬学教育評価 実施要綱」及び諸規則の改定・改廃他について

（第１回／平成30年６月18日開催） 

第２期評価基準への改定に伴う「薬学教育評価 実施要綱」及び諸規則の改定・

改廃他について議論し、改訂原案を策定した。 

２） 「薬学教育評価 実施要綱」及び「薬学教育評価 実施規則」の改定について

（第２回／平成30年11月2日開催） 

「薬学教育評価 実施要綱」及び「薬学教育評価 実施規則」の一部改定につ
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いて、改定原案を基に審議し、改定案をまとめた（総合評価評議会に上程）。 

３．第２期第三者評価に向けての準備（評価委員会、基準・要綱検討委員会） 

１）評価委員会正副委員長とアドバイザーの懇談会（平成30年７月30日開催）

第２期評価基準に基づく審査の詳細について、改定評価基準に基づく第２期第

三者評価を実施するに当たっての問題点の抽出

２）評価委員会及び基準・要綱検討委員会合同正副委員長会議

（平成30年10月5日開催） 

薬学教育評価ハンドブックの構成や掲載内容について協議し、第２期評価基準

に基づいて、「実施要綱」、調書の様式、「基礎資料」の種類など、掲載する

ものを吟味、選定した。 

３）評価者研修会の内容に関する検討（平成30年12月28日開催）

平成30年度評価者研修会に使用する教材（モデル大学の調書、添付資料）（案）

を使用して、正副委員長で評価のシミュレートを行い、アドバイザーからの助

言と抽出された問題点を基に教材の内容の修正を行った。

４．評価実施員の養成（評価委員会） 

下記日程で評価者研修会を開催し、42名が受講した。 

平成 31年１月 12 日、13日／クロス・ウェーブ府中（東京） 

今回から第２期評価基準に基づく評価事業となるため、基準の周知を目的として受

審予定の３大学からも２名ずつ、計６名の受講者を募るなど、従来の方法と変えて

実施した。 

５．第三者評価事業実施関連の説明会の開催（評価委員会） 

１）平成30年度評価実施員への説明会開催

平成30年度第三者評価のための評価実施員（70名）に評価の概要、ポイント等

を説明した。（平成30年４月５日、６日、10日の３回分散開催）

２）第２期第三者評価初年度に受審する大学への説明会開催

2020年度第２期第三者評価を受審する３大学に対し、第１期との違いなどを中

心に説明と質疑応答を行った。（平成31年２月１日開催）

６．「薬学教育（６年制）評価」結果報告書の作成 

平成29年度「薬学教育（６年制）評価」結果報告書を400部作成し、関係各位に送付

した。（平成30年６月） 

以上 
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